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＜退職給付金額表＞

３０口 ２０口 １５口 １０口 ５口
　１年 331,800 221,200 165,900 110,600 55,300
　２年 664,800 443,200 332,400 221,600 110,800
　３年 998,700 665,800 499,350 332,900 166,450
　４年 1,334,100 889,400 667,050 444,700 222,350
　５年 1,670,700 1,113,800 835,350 556,900 278,450
　６年 2,008,200 1,338,800 1,004,100 669,400 334,700
　７年 2,347,200 1,564,800 1,173,600 782,400 391,200
　８年 2,687,100 1,791,400 1,343,550 895,700 447,850
　９年 3,028,500 2,019,000 1,514,250 1,009,500 504,750
１０年 3,370,800 2,247,200 1,685,400 1,123,600 561,800
１５年 5,101,200 3,400,800 2,550,600 1,700,400 850,200
２０年 6,861,900 4,574,600 3,430,950 2,287,300 1,143,650
２５年 8,653,500 5,769,000 4,326,750 2,884,500 1,442,250
３０年 10,476,900 6,984,600 5,238,450 3,492,300 1,746,150

【注】
１．年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
２．給付金額は特定退職金共済規程に基づくものですが、経済変動により将来改定することが
　　あります。（退職年金等も同様です。）
３．　年　ヶ月未満の脱退者については元本割れいたします。

加入従業員（被共済者）が死亡された時は退職給付金に加入口数１口当たり10,000円
を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。

加入１０年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて退職年金を支払います。

＜退職年金額表＞

３０口 ２０口 １５口 １０口 ５口
１０年 28,800 19,200 14,400 9,600 4,800
１５年 43,590 29,060 21,795 14,530 7,265
２０年 58,620 39,080 29,310 19,540 9,770
２５年 73,920 49,280 36,960 24,640 12,320
３０年 89,490 59,660 44,745 29,830 14,915

【注】
１．年金は本人の生死に関わらず１０年間支払います。
２．年金は３か月分取りまとめて年４回支払います。
３．年金月額が10,000円に満たない時は一時金（退職給付金）での支払いとなります。
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